
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
表

目
次

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

1

○

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

31

○

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

32

○

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

34

○

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

36

○

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

38

○

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

40

○

入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

41

○

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

42

○

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

44

○

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

46

120205
テキストボックス
※抜粋

120205
テキストボックス
参考３-３



- 1 -

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

地
方
自
治
法
目
次

地
方
自
治
法
目
次

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
略
）

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
二
編

普
通
地
方
公
共
団
体

第
一
章
～
第
十
章

（
略
）

第
一
章
～
第
十
章

（
略
）

第
十
一
章

情
報
シ
ス
テ
ム

第
十
二
章

国
と
普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
及
び
普
通
地
方
公
共
団
体
相
互

第
十
一
章

国
と
普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
及
び
普
通
地
方
公
共
団
体
相
互

間
の
関
係

間
の
関
係

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
十
三
章

大
都
市
等
に
関
す
る
特
例

第
十
二
章

大
都
市
等
に
関
す
る
特
例

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
十
四
章

国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
に
お
け
る
国
と
普
通
地

方
公
共
団
体
と
の
関
係
等
の
特
例

第
十
五
章

外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査

第
十
三
章

外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
十
六
章

補
則

第
十
四
章

補
則

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

120205
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※中略

120205
テキストボックス
※中略
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第
十
六
章

補
則

第
十
四
章

補
則

第
二
百
六
十
条
の
二

町
又
は
字
の
区
域
そ
の
他
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
に
住
所
を

第
二
百
六
十
条
の
二

町
又
は
字
の
区
域
そ
の
他
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
に
住
所
を

有
す
る
者
の
地
縁
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
団
体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
六
十

有
す
る
者
の
地
縁
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
団
体
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
地
縁
に

条
の
四
十
九
第
二
項
に
お
い
て
「
地
縁
に
よ
る
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
的
な

よ
る
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
的
な
共
同
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
市
町
村
長

共
同
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
規
約
に

の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
規
約
に
定
め
る
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権
利

定
め
る
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

②
～
⑰

（
略
）

②
～
⑰

（
略
）

第
二
百
六
十
条
の
四
十
九

市
町
村
は
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
そ
の
事

（
新
設
）

務
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、
地
域
の
多
様
な
主
体
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
こ
れ

ら
の
主
体
と
協
力
し
て
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
図
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
の
趣
旨
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
地
域
的
な
共
同
活
動
を
行
う
団
体
の
う
ち
、
地
縁
に
よ
る
団
体
そ
の
他
の
団

体
（
当
該
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
で
あ
つ
て
、
次
に

掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

良
好
な
地
域
社
会
の
維
持
及
び
形
成
に
資
す
る
地
域
的
な
共
同
活
動
で
あ
つ
て

、
地
域
に
お
い
て
住
民
が
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
環
境
の
持
続
的
な
確

保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

地
域
共
同
活
動
」
と
い
う
。
）
を
、
地
域
の
多
様
な
主
体
と
の
連
携
そ
の
他
の
方
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法
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

民
主
的
で
透
明
性
の
高
い
運
営
そ
の
他
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
。

三

目
的
、
名
称
、
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区
域
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
を
内
容
と
す
る
定
款
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
定
め
て
い

る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
。

③

市
町
村
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
に
対
し
、
当
該
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体

が
行
う
特
定
地
域
共
同
活
動
に
関
し
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

④

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
行
う
特
定
地
域
共
同
活
動
の
状
況
及

び
当
該
特
定
地
域
共
同
活
動
に
対
す
る
前
項
の
支
援
の
状
況
に
つ
い
て
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

⑤

指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
は
、
特
定
地
域
共
同
活
動
を
他
の
地
域
的
な
共
同
活
動

を
行
う
団
体
と
連
携
し
て
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
、
当
該
特
定
地
域
共
同

活
動
と
他
の
地
域
的
な
共
同
活
動
を
行
う
団
体
が
行
う
当
該
特
定
地
域
共
同
活
動
と

関
連
性
が
高
い
活
動
と
の
間
の
調
整
を
行
う
よ
う
市
町
村
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

調
整
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
事
務
の
処
理
が
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
行
う
当

該
事
務
に
関
連
す
る
特
定
地
域
共
同
活
動
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
住

民
の
福
祉
の
増
進
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
図
ら
れ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事

務
の
当
該
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
へ
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
三
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
規
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則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

市
町
村
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
当
該
市
町
村
の
所
有
に
属
す
る
行
政
財

産
を
使
用
し
て
特
定
地
域
共
同
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特
定
地
域
共
同
活

動
に
関
連
す
る
当
該
市
町
村
の
事
務
の
処
理
と
相
ま
つ
て
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
が

効
率
的
か
つ
効
果
的
に
図
ら
れ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
地
域
共
同
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
、
当
該

行
政
財
産
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域

共
同
活
動
団
体
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧

前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
六
百
四
条
並
び
に
借
地
借
家

法
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

⑨

第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
四
項
か
ら
第
六
項

ま
で
の
規
定
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

⑩

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
行
う
特
定
地
域
共
同
活
動
の
適
正
な

実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地
域
共
同
活
動

団
体
に
対
し
、
当
該
特
定
地
域
共
同
活
動
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に

至
つ
た
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
若
し

く
は
当
該
市
町
村
の
条
例
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認

め
る
と
き
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域

共
同
活
動
団
体
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑫

市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
が
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
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至
つ
た
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
は
そ
の
改
善

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
二
項
の
指
定
を
受
け
た
と
き

そ
の
他
条
例
で
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
編

特
別
地
方
公
共
団
体

第
三
編

特
別
地
方
公
共
団
体

第
三
章

地
方
公
共
団
体
の
組
合

第
三
章

地
方
公
共
団
体
の
組
合

第
二
節

一
部
事
務
組
合

第
二
節

一
部
事
務
組
合

（
特
例
一
部
事
務
組
合
）

（
特
例
一
部
事
務
組
合
）

第
二
百
八
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
百
八
十
七
条
の
二

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
五
の
規
定
に
よ
り
前
編
第
十
五
章
第
二
節
（
第
二
百
五

９

第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
五
の
規
定
に
よ
り
前
編
第
十
三
章
第
二
節
（
第
二
百
五

十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
特
例
一
部
事
務
組
合
に
準
用
す
る

十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
特
例
一
部
事
務
組
合
に
準
用
す
る

場
合
に
は
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
中
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
全
て

場
合
に
は
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
中
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
全
て

の
構
成
団
体
の
議
会
」
と
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
六
項
中
「
議
会
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